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地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するため、 

「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の令和８年度の２次募集を開始します。 

支援金の概要 

 ソーシャル・ビジネス創業支援金の内容 

対象者 

次のいずれも満たす方 

・R8.4.7～R9.1.31 の期間において、県内で次のいずれかを行う方 

① 個人事業の開業、株式会社・合同会社・NPO 法人等の設立 

② 事業承継、③第２創業 

・県内に居住している、または R9.1.31 までに居住を予定している方 

対象事業 

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、地域交通支援、子育て支援、環境エネ

ルギー、社会福祉など地域課題の解決に資する県内事業 

※事業承継・第２創業の場合、デジタルによる新たなシステムづくり事業であること。 

※採択は審査会（書類・面談）により決定します。  

補助率等 補助率２分の１以内（上限 200 万円） 

公募期間 ６月１日（月）～ 7 月 24 日（金） 審査：8 月 20 日（木）、21 日（金） 

応募方法 

様式のダウンロード：https://www.nice-o.or.jp/info/info-71628/ 

提出方法：メールまたは郵送により事務局へ提出してください。 

送付先：（公財）長野県産業振興機構 経営支援部 

〒380-0928 長野市若里１－１８－１ 

           長野県工業技術総合センター３階 

電話：026-227-5028  E-mail：keieishien@nice-o.or.jp  

＼活用推奨／創業支援金の採択に向けた支援を行っています！ 

事業説明会 下記からアーカイブ動画をご視聴いただけます。 

       https://www.youtube.com/watch?v=FZ0YyeLoREA 

 相談窓口  事業計画のブラシュアップや申請書作成にご活用ください。 

相談窓口 連絡先 

（公財） 

長野県産業振興機構 

北部担当 

馬場（ばば） 

電話：080-2105-4779 

E-mail：susum8251b@hotmail.com 

中東部担当 

有賀（あるが） 

電話：080-7709-4700 

E-mail：shu.aruga@gmail.com 

南部担当 

大槻（おおつき） 

電話：080-1031-9980 

E-mail：tm-consul@go.tvm.ne.jp 

長野市・松本市に設置している相談拠点 

「信州スタートアップステーション」 

電話：070-4548-2758 

E-mail：shinshuss@tohmatsu.co.jp 

女性起業家向け創業支援 

長野県女性起業家相談窓口 
E-mail：info.ssswomen@gmail.com 

 

 

  

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和８年（2026 年）５月 26 日 

～地域課題の解決を目指す創業希望者の皆様へ～ 

「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の２次募集を 
６月１日から開始します 

（制度に関する問合せ先） 

担当：経営・創業支援課 創業・承継支援係 

   滝澤 

電 話   026-235-7194（直通） 

    026-232-0111（代表）内線 2960 

E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp 

（申請手続きに関する問合せ先） 

担当：（公財）長野県産業振興機構 

    経営支援部 太田、萩原 

電 話  026-227-5028（直通） 

E-mail  keieishien@nice-o.or.jp 
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